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※ 本入札説明書（共通事項）のうち、「（分任）支出負担行為担当官」と記載のある箇所については、

本官契約の場合は支出負担行為担当官、分任官契約の場合は分任支出負担行為担当官とする。 

 

令和８年４月１日時点 

 

入札説明書（共通事項） 

【「補償関係コンサルタント業務」総合評価落札方式（標準型）】 

 

 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落

札方式の適用業務である。 

  

１．手続開始の公示日  入札説明書（個別）による。 

 

２．契約担当官等  入札説明書（個別）による。 

 

３．業務の概要 

（１）業務名            入札説明書（個別）による。 

（２）業務内容           入札説明書（個別）による。 

（３）業務の詳細な説明       入札説明書（個別）による。 

（４）技術提案を求める評価テーマ  入札説明書（個別）による。 

（５）主たる部分 

 本業務における「主たる部分」は用地調査等業務共通仕様書又は用地アセスメント調査等業務共通

仕様書に示すとおりとするが、その他に主たる部分とする内容の有無及び主たる部分の内容について

は、入札説明書（個別）による。 

（６）再委託の禁止 

 本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

（７）成果物 

 入札説明書（個別）による。 

（８）履行期間 

 入札説明書（個別）による。 

（９）電子入札 

 本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う対象業務である。この申請の受付窓

口及び受付時間は、次のとおりである。 

１）受付窓口：入札説明書（個別）による。 

２）受付時間：土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第

１条第１項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日の電子入

札システムの受付時間内（9時 00分から 17時 00分まで）。 

（10）試行の適用 

本発注方式に適用される試行は以下のとおりとする。試行の詳細は別添１による。 

また、業務個別に適用される試行については入札説明書（個別）によるものとする。 

・技術提案の履行確実性評価の試行 

予定価格が 200万円を超える業務の場合は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するた

め、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行。 
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・業務成績の評価における全国評価の試行 

（11）賃上げを実施する企業の評価 

本業務は、賃上げの実施をする企業等に対して、総合評価における加点を行う業務である。 

（12）ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 

    本業務は、ワーク･ライフ･バランス等を推進する企業等に対して、総合評価における加点を行う

業務である。 

（13）その他 

 入札説明書（個別）による。 

 

４．指名されるために必要な要件 

（１）入札参加者に要求される資格 

１）基本的要件 

ア）単体企業 

ａ）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 98条において準用する予決令第 70条及

び第 71条の規定に該当しない者であること。 

ｂ）補償関係コンサルタント業務による関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７

・８年度一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

 （会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

については、手続き開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指

名競争）参加資格の再認定を受けていること。） 

ｃ）「補償コンサルタント登録規程」（昭和 59年 9月 21日建設省告示第 1341号）（以下「登

録規程」という。）第２条第１項別表の「入札説明書（個別）に記載する部門」の登録を受け

ていること。 

ｄ）参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設コンサル

タント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 

ｅ）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交

通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

ｆ）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（ 上

記ｂ）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

【測量を含む場合】 

ｇ）測量法（昭和24年法律第188号）第55条の５第１項の規定による測量業者の登録を受けてい

ること。 

イ）設計共同体 

 上記ア）に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、関東地方整備

局長より設計共同体としての競争参加資格者の資格の認定を受けているものであること。設計共

同体による参加の可否及び詳細は入札説明書（個別）による。 

      設計共同体による参加を認める場合において、「建設コンサルタント業務等における共同設計

方式の取扱いについて」（令和 6年 5月 9日付け国会公契第 1号、国官技第 46号、国営管第 48

号、国営計第 13号、国営整第 14号、国港総第 27号、国港技第 9号、国北予第 2号）の７の設計

共同体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いにおける申請期限の特例については、技

術提案書の提出期限の日とする。  

２）資本関係又は人的関係 

  入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当
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する者のすべてが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。 

ア）資本関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ）子会社等（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第３号の２に規定する子会社をいう。ｂ）

において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。ｂ）において同じ）

の関係にある場合 

ｂ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ）人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしａ）については、会社等（会社法施行規則（平

成 18年法務省令第 12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が

民事再生法（平成 11年法律第 225号）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社等又

は更生会社（会社更生法（平成 14年法律第 154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）

である場合を除く。 

ａ）一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げ

る者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

i. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

① 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委

員である取締役 

② 会社法第２条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

③ 会社法第２条第 15号に規定する社外取締役 

④ 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂

行しないこととされている取締役 

ii. 会社法第 402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

iii. 会社法第 575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい

う。）の社員（同法第 590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により

業務を遂行しないこととされている社員を除く。） 

iv. 組合の理事 

v. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 

ｂ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第２項又は会社更生法第 67条第

１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合 

ｃ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

  組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア）又

はイ）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

３）地理的条件 

  補償関係コンサルタント業務における「本店」、「支店又は営業所」とは下記のとおりとする。

なお、地理的条件を入札参加者に要求される資格とする設定の有無及び設定内容については、入札

説明書（個別）による。 

 「本店」とは、関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度の一般競争（指

名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）の申請書「様式①－１」に記載され

た本社（店）をいう。 

 「支店又は営業所」とは、関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度の一

般競争（指名競争）参加資格申請書（測量・建設コンサルタント等）の申請書「様式③」（以下、

「資格審査営業所一覧」という。）に記された支店等営業所のうち、補償業務に関する実務経験を

１年以上有していると認められる者が常駐（常に１名以上駐在）している支店等営業所をいう。 

（２）参加表明書に関する要件 
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１）参加表明書の提出者に対する要件 

ア）業務実績 

 「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した同種又は類似業務において、平成 28 年度以

降公示日までに完了した１件以上の実績を有していなければならない。 

 「国・特殊法人・地方公共団体等」とは、国、特殊法人（注１）、地方公共団体（注２）、地

方公社（注３）、公益法人（注４）、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）とする。

（以下「国・特殊法人・地方公共団体等」という。） 

   ※上記 注１から注５については巻末に記載する。 

   ただし、以下の業務は実績として認めない。 

ａ）同種又は類似の実績として確認できない業務 

・一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム」（以下「テクリ

ス」という。））に登録されているが、「業務概要」、「業務キーワード」、「業務

分野」の内容で同種又は類似の実績として確認できない業務。    

・５．（２）１）により、業務実績を証明するために添付した書類において同種又は類

似の実績として確認できない業務。 

            ｂ）再委託による業務（環境省発注業務で中間貯蔵施設整備事業（「中間貯蔵施設設置に伴う

用地総合支援業務」、「中間貯蔵施設設置に伴う土地建物等調査等業務」及び「中間貯蔵

施設設置に伴う用地補償説明業務」）に従事し、環境省から業務実績の証明を受けた業務

は除く。） 

ｃ）国土交通省発注業務のうち国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）における「役務

の提供等」に認定されていることを競争参加資格とした業務（ただし、国土交通省大臣官

房技術調査課、都市局、水管理・国土保全局又は道路局発注業務で一般財団法人日本建設

情報総合センターの「業務実績情報システム（テクリス）」（以下、「テクリス」という。）

に登録されている業務若しくは補償関係コンサルタント業務と同等と認められる業務は

除く。） 

ｄ）業務成績が 60点未満の業務    

 なお、関東地方整備局発注業務において以下の場合は業務成績が65点未満の業務とする。 

・平成 20年 6月 16日以降公示した業務で低入札価格調査を経て契約を行った業務。 

・平成 21年 2月 16日以降公示した予定価格が 100万円を超えて 1,000万円以下の業務

のうち、その落札価格が予定価格に 10 分の７を乗じて得た額を下回る価格で契約を行

った業務。 

・平成 25年 10月 1日以降公示した予定価格が 100万円を超えて 1,000万円以下の業務の

うち、その落札価格が品質確保基準価格を下回る価格で契約を行った業務。 

       ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成 20 年 9 月 26 日付け国官技第 126

号）、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成 23年 3月 28日付け国官技第 360号）、

「関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領」、「関東地方整備局用地関係業務成績

評定要領」、「地方整備局用地関係業務成績評定要領」、「地方整備局委託業務等成績評定

要領」（平成 30年 1月 4日付け国官技第 187号）及び国土交通省、内閣府沖縄総合事務局開

発建設部（いずれも港湾空港関係を除く）の定める同様の成績評定要領に基づく業務成績以

外の業務は、この限りではない。 

イ）業務成績 

  令和５年度以降令和６度末までに完了した業務のうち、関東地方整備局発注（港湾空港関係を

除く）の補償関係コンサルタント業務の平均業務成績が 60点以上であること。 
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 ただし、関東地方整備局発注業務の実績（100万円を超える業務）がない場合は、この限りで

はない 

ウ）中立公平性に関する要件 

ａ）本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある（※）者は、本

業務の履行期間中、本業務の履行箇所に係る用地調査点検等技術業務の入札に参加してはなら

ない。また、本業務の履行期間に本業務の履行箇所に係る用地調査点検等技術業務及び災害復

旧用地関係資料作成整理等業務の履行期間がある業務を受注している者及びその者と資本面

・人事面で関係がある（※）者は、本業務を受注することができない。 

 ただし、本業務が、事業認定申請図書等作成業務など、権利者に対する適正な補償の確保に

影響を与えない業務である場合にはこの限りではない。 

※資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するものをいう。 

① 一方の会社等が他方の会社等の発行済み株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又

はその出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている場合。 

② 一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている

場合。 

ｂ）本業務の履行箇所に係る補償関係者との間において資本的・人的関係がないこと（※）。 

※「資本的・人的関係がないこと」とは、次のことをいう。 

① 会社法（平成 17年法律第 86号）に基づく子会社、親会社の関係にないこと。 

② 参加表明者自身が被補償者でないこと及び参加表明者の役員が被補償者でないこと又は

参加表明者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと 

③ 配置予定技術者自身が被補償者でないこと。 

エ）守秘性に関する要件 

 守秘義務の遵守及び違反した場合の適切な罰則などについて、社則などに明記していること。 

オ）技術力に関する要件 

 用地補償に関する社内研修を定期的に実施している者であること又は用地補償に関する他機

関主催の研修に参加している者であること。 

２）配置予定技術者に対する要件 

●主任担当者 

 主任担当者については、下記のア）からカ）に示す条件を満たす者であることとする。 

 なお、申請書に記載する主任担当者の氏名に旧氏（旧姓）を利用する場合、旧氏及び戸籍上の氏

名が記載された次のいずれかの証明書を添付すること。  

・公的な証明書  

・証明書（任意書式（会社の代表者の確認を得たもの）） 

ア）入札説明書（個別）に記載のいずれかの資格等を有する者 

イ） 

 平成 28 年度以降公示日までに完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務

において、入札説明書（個別）に記載する「同種又は類似業務」の実績を１件以上有する者。 

      ※上記の期間（以下「評価対象期間」という。）に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業

（以下「長期休業」という。）を取得した場合は、評価対象期間を１年単位で延長する申請

を行うことができ、長期休業期間が１年に満たない場合は、１年として切り上げて期間を延

長することができる。なお、長期休業を複数回取得 している場合は、休業の通算日数が１

ヶ年を超える毎に評価対象期間を１年単位で 延長することができる。詳細は別添２によ

る。 

  （産前・産後休業とは「労働基準法」第 65 条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業

とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定

する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。） 
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ただし、以下の業務は実績として認めない。 

ａ）４．（２）１）ア）ａ）による。 

ｂ）４．（２）１）ア）ｂ）による。 

ｃ）４．（２）１）ア）ｃ）による。 

ｄ）４．（２）１）ア）ｄ）による。 

ただし、業務成績を技術者評点と読み替えること。 

ｅ）テクリス登録されている業務で、主任担当者又は担当技術者として登録されていない業務 

ｆ）テクリス登録されていない業務で、主任担当者又は担当技術者と同等と認められない業務  

ウ）直接的雇用関係 

 主任担当者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係（※）が

なければならない。 

※ 主任担当者と参加表明者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義

務関係が存在していることをいい、在籍出向者、派遣社員は直接的雇用関係にあるとはいえな

い。 

エ）本業務の履行箇所に係る被補償者との間において人的関係がない者（※） 

※「人的関係がない」とは、次のａ）及びｂ）の全ての要件を満たしていること。 

ａ）主任担当者自身が本業務に係る被補償者でないこと。 

ｂ）本業務に係る被補償者が法人の場合は、主任担当者が当該法人の役員でないこと。 

オ）手持ち業務量の制限 

  手持ち業務量の制限は、主任担当者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団

体等」から受注した契約金額 500万円以上の業務（本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落

札決定通知を受けているが未契約のものを含む。）を対象とし、その契約額の合計が公示日時点

において５億円未満かつ契約件数の合計が 10件未満であることを標準とする。 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管（注６）に係る建設コンサルタント業務等において、調査

基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を 2.5億

円に、契約件数の合計を５件に読み替えるものとする。 

      複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のと

おり業務金額を算出するものとする。  

・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じ

た金額とする。  

・ 設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（分担し

た業務の金額）とする。 

（上記 注６については巻末に記載する。） 

 【手持ち業務量が超過した場合】  

 また、本業務の公示日以降契約締結日まで及び履行期間中は主任担当者の手持ち業務量（本業

務を含まない）が契約金額で５億円又は契約件数で 10 件以上となった場合には、遅滞なくその

旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められ

る場合には、当該主任担当者を、以下のａ）からｄ）までのすべての要件を満たす技術者に交代

させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業

務成績評定に厳格に反映させるものとする。 

ａ）当該主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

ｂ）当該主任担当者と同等の技術者資格を有する者 

ｃ）当該主任担当者と同等以上の平均技術者評点を有する者 

ｄ）手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定主任担当
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者の手持ち業務量の制限未満の者  

カ）業務成績 

  令和３年度以降令和６年度末までに完了した業務について、担当した関東地方整備局発注（港

湾空港関係を除く）の補償関係コンサルタント業務の平均技術者評点が 60点以上であること。 

  また、上記イ）※による申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行

うものである。 

  なお、平均技術者評点は職務上従事した立場が、主任担当者又は担当技術者である業務を対象

に算出する。 

 ただし、関東地方整備局発注業務の実績（100万円を超える業務）がない場合は、この限りで

はない。 

●照査技術者 

 照査技術者の配置の有無については、入札説明書（個別）による。 

 照査技術者については、下記のキ）からサ）に示す条件を満たす者であること。なお、照査技術

者は、主任担当者及び担当技術者を兼ねることができない。 

 なお、申請書に記載する照査技術者の氏名に旧氏（旧姓）を利用する場合、旧氏及び戸籍上の氏

名が記載された次のいずれかの証明書を添付すること。  

・公的な証明書  

・証明書（任意書式（会社の代表者の確認を得たもの）） 

キ）入札説明書（個別）に記載のいずれかの資格等を有する者 

ク）平成 28 年度以降公示日までに完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務

において、入札説明書（個別）に記載する「同種又は類似業務」の実績を１件以上有する者。但

し、上記イ）ａ）からｆ）の業務は実績として認めない。 

また、上記イ）※による申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行

うものである。                 

ケ）直接的雇用関係 

 照査技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係（※）が

なければならない。 

※ 照査技術者と参加表明者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義

務関係が存在していることをいい、在籍出向者、派遣社員は直接的雇用関係にあるとはいえな

い。 

コ）本業務の履行箇所に係る被補償者との間において人的関係がない者（※） 

※「人的関係がない」とは、次のａ）及びｂ）の全ての要件を満たしていること。 

ａ）照査技術者自身が本業務に係る被補償者でないこと。 

ｂ）本業務に係る被補償者が法人の場合は、照査技術者が当該法人の役員でないこと。 

サ）業務成績 

 上記カ）と同様とする。 

●担当技術者 

 担当技術者に対する要件設定の有無及び設定内容については、入札説明書（個別）による。 

 （３）業務実施体制 

   業務実施体制については、入札説明書（個別）によるほか、下記のとおりとする。 

１）１社単独で業務を実施する場合 

・１社単独により業務を実施する場合には、その旨を記載すること。 

・他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施

する場合は、再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由（企業の技

術的特徴等）を記載すること。 
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２）設計共同体で業務を実施する場合 

・設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しな

いこと。 

・設計共同体により業務を実施する場合、設計共同体の構成員である旨を記載するとともに企業名

等を記載すること。 

・代表者はその旨を記載すること。 

・主任担当者は、設計共同体の代表者が配置すること。 

・各構成員は実施する分担業務に応じて、1名以上の担当技術者を配置すること。 

・各構成員が実施する分担業務に照査が必要となる場合には、当該分担業務を実施する各構成員が

照査技術者を配置すること。 

・一つの分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。 

・他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施

する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由

（企業の技術的特徴等）を記載すること。 

（４）簡易参加表明書の提出 

参加表明者（企業）、主任担当者の経験及び能力を確認する資料（様式１～５）を基に、各項目に

おいて想定される評価ウエイトを記載した資料（簡易参加表明書）を提出すること。なお、参加表明

者（企業）、主任担当者の経験及び能力を確認する資料（様式１～５）と簡易参加表明書の評価結果

が異なる場合、簡易参加表明書の評価点を上限とし、発注者による審査の結果をもって評価点とする。

簡易参加表明書が未記載の場合、もしくは未提出の場合には、参加表明書を無効とする。 

（５）入札参加者を指名するための基準 

入札説明書（個別）による。 

 

５．参加表明書の提出等 

（１）作成方法 

 電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。 

１）配布された様式（様式－１～５及び簡易参加表明書）を基に作成を行うものとし、文字サイズは

10 ポイント以上、提出時はＰＤＦファイル形式に限る。なお、電子データを提出する際は、ウィ

ルス対策を実施した上で提出すること。 

２）申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ（２つ以上のファイルは認めない。また、複数のフ

ァイルを圧縮ファイルにすることにより１つのファイルにすることは認めない。）、契約書などの

印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付け、ファイル容量の合計は 10ＭＢ以内

に収め、電子入札システムの技術資料等アップロードシステムを用いて電子データを登録し、電子

入札システムから登録結果データを送付すること。但し、圧縮することにより 10ＭＢ以内に収まる

場合は、ZIP形式又は LZH形式により圧縮（自己解凍形式は除く。）して送付することを認める。 

３）参加表明書表紙の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので、不要である。 

４）印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、提出された参加表明書の印刷はグ

レースケールで行う。 

（２）添付資料 

１）４．（２）２）イ）ｆ）でいうテクリスに登録されていない業務の場合は、その業務を担当した

こと及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告

書等の該当部分の写しを提出すること。ただし、主任担当者又は担当技術者と同等と認められない

場合は実績として認めない。 

  環境省発注の中間貯蔵施設整備事業（「中間貯蔵施設設置に伴う用地総合支援業務」、「中間貯

蔵施設設置に伴う土地建物等調査等業務」及び「中間貯蔵施設設置に伴う用地補償説明業務」）に
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従事した業務については、環境省から交付される業務実績証明書の写しを提出すること。 

 また、当該業務が、テクリスに登録されていて、登録されている「業務概要」、「業務キーワー

ド」、「業務分野」の内容で同種又は類似業務の実績として確認できる場合は、同種･類似にあた

ることを証する資料を提出する必要はないが、テクリスに登録されている「業務概要」、「業務キ

ーワード」、「業務分野」の内容だけでは、同種又は類似業務の実績として確認できない場合には、

発注者が作成した仕様書等の該当部分の写しを提出すること。 

 なお、テクリスに登録されている「業務概要」、「業務キーワード」、「業務分野」及び提出資

料により同種又は類似業務の実績として確認できない場合は、欠格とすることがあるので注意する

こと。 

 参加表明者及び予定技術者の同種又は類似業務の実績として記載した業務が、国土交通省及び内

閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）の場合は、成績評

定点（業務評定点、技術者評定点）を確認できる書類（成績評定通知書等の写し）を添付すること。 

２）地理的条件を入札参加者を指名するための基準で評価項目として設定する業務において、「支店

又は営業所」を記載した場合は、「支店又は営業所」に常駐（常に１名以上駐在）している補償業

務に関する実務経験を１年以上有する技術者の経歴書（複数可）を添付すること。 

 また、経歴書を添付した技術者が当該「支店又は営業所」に駐在していることを証する書類（営

業所の組織体制表（職責、氏名が確認できること）に参加者の確認印を押印したもの）を添付する

こと。 

３）地域貢献度 

入札説明書（個別）において地域貢献度を評価する場合、以下の資料を添付すること。 

    ①災害活動実績 

【関東地方整備局（港湾空港関係を除く）の災害活動実績の場合】 

・令和３年度以降参加表明書の提出までに発行された災害活動証明書１件（設計共同体の場合は

それぞれの者について１件）の写し。 

【国・特殊法人・地方公共団体等（上記を除く）の災害活動実績の場合】 

・災害活動実績時の災害協定の写し及び当該災害協定に基づき実施されたことが確認できる契約

書等※の写し。 

※個別業務の依頼文のみの添付では、当該業務内容が災害協定等に基づくものであるのか明確

に判断できない場合があることから、契約書又は令和３年度以降参加表明書の提出までに発行

された災害活動実績に係る証明書の写し（協定名、災害名、活動実施場所、完了日が証明でき

るもの）の添付を要する。 

     ・上記機関が協会等と災害協定を締結している場合において、参加表明者が当該協会等の構成員と

して災害活動を実施した場合は、参加表明者が当該協会に所属して災害活動を      実施

したことが確認できる資料についても添付を要する。 

②災害協定 

【関東地方整備局（港湾空港関係を除く）の災害協定書の場合】 

・災害協定書の写し、年度更新における通知文及び依頼文の写し（関東地方整備局の事務所等が発

効したもの） 

【国・特殊法人・地方公共団体等（上記を除く）の災害協定書の場合】 

・災害協定書の写し、年度更新における通知文及び依頼文の写し（国（関東地方整備局以外）の機

関、地方公共団体、特殊法人等が発効したもの） 

※企業単体との協定を対象とし、協会等の団体との災害協定は含まない。 

４）優良表彰 

ア）優良業務表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合 

関東地方整備局発注業務の優秀技術者表彰又は優良業務表彰の実績及び関東インフラＤＸ大賞、
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若手・女性技術者奨励賞は、発注者が確認を行うため表彰状等の写しの添付は不要である。 

    イ）大臣表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合 

     インフラＤＸ大賞について、参加表明書に以下の資料を添付すること。 

     ・国土交通省が発行する当該大臣表彰等の表彰状（以下「表彰状」という）の写しを添付するこ

と。なお、表彰状の写しの提出がない場合は、加点しない。 

・表彰状が表彰応募を行った企業等に未達の場合等、競争参加者が表彰状の写しを提出できない

場合は、国土交通省が表彰対象を当該企業等に通知した文書の写しをもってそれに代えること

ができる。 

５）守秘義務の遵守及び違反した場合の適切な罰則などについて、記載がある社則等の写しを添付す

ること。 

６）用地補償に関する社内研修を実施していること又は他機関主催の研修に参加していることを証す

る書類を添付すること。 

７）配置予定主任担当者及び照査技術者（照査技術者を設定する場合）の技術者資格の証明として、

「補償業務管理者」にあっては、補償コンサルタント登録申請書の写し及び専任の補償業務管理者

であることを証する書類（補償業務管理者証明書の写し、変更届出書の写し、補償コンサルタント

登録追加申請書の写し等）、「補償業務管理士」にあっては、補償業務管理士登録証の写しを添付

すること。 

 なお、技術者資格を証する書類は、いずれも公示日現在で有効なもの（現在の補償業務管理者の

登録状況を示すもの、有効期限内の補償業務管理士登録証）を添付すること。 

 補償業務に関する実務経験により参加する場合には、実務経験が確認できる証明書（身分証明書

発行願いの写しや業務計画書の写し等、配置予定技術者が業務に従事した事が明記されている資料

を、記載した全ての業務について添付する。資料の提出がない業務は、業務実績として認めない。）

を添付すること。 

 配置予定担当技術者に資格要件を設定する業務においては、保有資格を証明する書類（資格者証

の写し等）を添付すること。 

８）配置予定技術者の継続教育取組実績（ＣＰＤ）の取得状況に関して、補償コンサルタントＣＰＤ

協議会の発行する補償コンサルタントＣＰＤ学習プログラム取得ポイント証明書(写し)を添付す

ること。 

・配置予定技術者が、補償コンサルタントＣＰＤ協議会が推奨する単位を満たしている場合に評価す

る。 

・ＣＰＤ取得ポイントの証明は、公示日から過去１年以内または、公示日以降に発行されたものとし、

公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれているものとする。なお、「公示日から過去１

年以内」は公示日の１年前の日を含まず、公示日を含む。 

・評価は年単位で評価することとし、証明期間に端数がある場合は、切り上げるものとする。 

 ※証明期間とは、証明書に記載されている「証明期間」であり、受講した日付により算出するもの

ではない。 

９）配置予定技術者に直接的雇用関係があることが確認できる書類として、標準報酬月額決定通知書

の写し又は日本年金機構が発行する被保険者記録照会回答票の写し等（公示日現在での加入記録が

分かるもの）を添付すること。なお、社員証は認めない。 

 標準報酬月額決定通知書の写しについては、保険者番号及び被保険者等記号・番号についてマス

キングの上、添付すること。 

10）配置予定技術者の令和３年度以降令和６年度末までに完了した業務のうち、設計共同体での業務

実績がある場合は、成績評定点（技術者評定点）を確認できる書類（成績評定通知書等の写し）を

添付すること。（照査技術者として従事した業務を除く） 

  また、４．（２）２）イ）※と同様に申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価対象期間

の延長を行うものである。 
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 （３）提出期限、提出場所及び提出方法 

入札説明書（個別）による。 

 

６．非指名理由について 

（１）参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかっ

た理由（以下「非指名理由」という）を電子入札システムにより通知する。 

（２）上記（１）の非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）

以内に、電子入札システムにより（分任）支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求

めることができる。 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を含む。）

以内に電子入札システムにより行う。 

（４）非指名理由の説明請求の受付窓口、受付時間は入札説明書（個別）による。 

 

７．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

（１）質問は電子入札システムにより行うものとする。 

（２）電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に参加者名（過去に受注した具体的な

業務名等の記載により、参加者名が類推される場合も含む。）を記載しないこと。このような質問が

あった場合には、その者の行った入札を無効とすることがある。 

（３）質問については、「参加表明書」・「技術提案書」のいずれに係るものかがわかるように記載する

こと。 

（４）電子入札システムによる受付期間等については入札説明書（個別）による。 

（５）質問に対する回答は、以下の１）に示す期間内に電子入札システムにより行う。 

   １）質問に対する最終回答期限 

     ア）参加表明書に係る質問に対する最終回答期限：参加表明書提出期限の２日前（休日を除く）

まで 

     イ）技術提案書に係る質問に対する最終回答期限：質問の受付期間の最終日の翌日から５日間以

内 

     ウ）入札に係る質問に対する最終回答期限：質問の受付期間の最終日の翌日から５日間以内 

 

８．技術提案書の留意事項 

（１）作成方法 

 配布された様式（様式－６～８）を基に作成を行うものとし、文字サイズ、ファイル形式、ファイ

ル容量等の基本的事項については、参加表明書の作成方法と同様とする。なお、提出された技術提案

書の印刷はグレースケールで行う。 

（２）技術提案書の無効 

 本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書、又は書面及び別添の書式に示され

た条件に適合しない技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

また、技術提案書が無効となった者は、16．において、手続き開始の公示に示した指名されるため

に必要な要件のない者のした入札として扱われ、入札は無効となる。 

（３）実施方針・実施フロー・工程計画その他 

 本業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、Ａ４判１枚以内

で簡潔に記載すること。Ａ４判１枚を超えて記載した場合は、技術提案書を無効とする。 

工程計画は、入札説明書（個別）３．（８）履行期間にある予定履行期間内で記載すること。 

その他については、当該業務の履行にあたり、有益と考えられる代替案の提案や重要だと考える指

摘事項を記載すること。なお、代替案の提案を要求しない場合については、重要だと考える指摘事項
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を複数記載すること。 

文字サイズは 10ポイント以上とすること（概念図、出典の明示出来る図表、既往成果等は除く）。 

（４）評価テーマ 

 入札説明書（個別）に示す評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。その記載に

あたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、個

人名及び本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めない。 

提案内容を裏付ける類似実績の明示にあたっては、実績が特定できるように以下の①～③いずれか

を記載するものとする。 

     ① TECRIS番号 

② 業務件名・発注機関名・発注時期・業務内容 

③ 研究論文名・発表機関名・発表時期・研究内容 

 記載にあたっては、１テーマにつきＡ４判１枚以内に記載すること。Ａ４判１枚を超えて記載した

場合は、技術提案書を無効とする。 

文字サイズは 10ポイント以上とすること（概念図、出典の明示出来る図表、既往成果等は除く）。 

（５）技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

 ５．（１）２）及び３）（ただし、「参加表明書」を「技術提案書」に読み替える。）によるもの

のほか、入札説明書（個別）による。 

（６）技術提案書の無効通知 

１）技術提案書を提出した者のうち、技術提案書が無効となった者に対しては、その旨と理由を電子

メールにより（分任）支出負担行為担当官から通知（以下「技術提案書無効通知」という）する。 

２）技術提案書無効通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）

以内に、電子メールにより（分任）支出負担行為担当官に対して技術提案書が無効となった理由に

ついて、説明を求めることができる。このとき、電子メールには件名に「（発注案件名）の技術提

案書無効に関する説明要求」と記載し、説明を求める無効理由について具体的に記載した書面（様

式は自由）を添付すること。宛名は（分任）支出負担行為担当官とすること。 

３）上記２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を含む。）

以内に電子メールにより行う。 

４）技術提案書無効の説明要求の提出先、受付時間は入札説明書（個別）による。 

５）技術提案書無効通知を受けた者は、入札書及び辞退届の提出を行う必要が無い。 

 

９．既存資料の閲覧 

    入札説明書（個別）による。 

 

10．ヒアリング 

    入札説明書（個別）による。 

 

11．入札及び開札の日時及び場所 

    入札説明書（個別）による。 

 

12．入札方法等 

（１）入札書は、電子入札システムにより提出すること。 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価

格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 
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（３）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

（４）予決令第 99 条の２に基づく随意契約（以下「不落随契」という。）に移行する場合がある。その

場合は以下のとおりとする。なお、不落随契に伴う見積依頼は、２回目の入札を行った者に対して行

うものとする。 

１）見積書提出意思のある者は、見積書の提出を行うこと。 

２）見積書提出意思のない者は、辞退届を必ず提出すること。 

３）何ら意思表示のない者は、見積書提出意思のない者とみなす。 

 

13．電子くじについて 

電子入札システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじ

を行うには、入札参加者が任意で設定した 000～999の数字が必要になるので、電子入札による入札参

加者は、電子入札システムで電子くじ番号を入力するものとする。 

 

14．入札保証金及び契約保証金 

    入札説明書（個別）による。 

 

15．開  札 

 入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わ

ない場合（電子入札システムにより提出した場合は、立ち会い不要。）においては、入札事務に関係の

ない職員を立ち会わせて開札を行う。 

 

16．入札の無効 

 手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載

をした者のした入札及び別冊関東地方整備局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条

件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消

す。 

 なお、（分任）支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受

けているもの、その他開札の時において４．に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件

のない者に該当する。 

 また、予定価格が 200万円を超える業務の場合、入札説明書（個別）に掲げる履行確実性に関するヒ

アリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、入札に関

する条件に違反した入札として無効とすることがある。 

 

17．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

１）指名された入札参加者は、「価格」及び「予定技術者の経験及び能力」、「実施方針等」、「評

価テーマに関する技術提案」をもって入札をし、予決令第 98条において準用する予決令第 79条の

規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、下記（３）総合評価の方

法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

２）落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86条の調査（以下「試

行調査」という。）及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。また、本業務は「詳細な

低入札価格調査（試行）対象業務」であり、試行調査の詳細は別紙によるものとする。 
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３）予定価格が 200万円を超え 1,000万円以下の建設コンサルタント業務等の請負契約の場合につい

ては、品質確保の観点から品質確保基準価格を設定する。 

 品質確保基準価格の算出方法は、調査基準価格に準じて算出するものとし、落札価格が品質確保

基準価格を下回ったときは、落札価格、業務履行体制及び業務履行状況に関する調査等（資料の作

成、提出、提出資料に関する説明の聴取、及び完了検査時における照査技術者からの照査報告書に

関する聴取等）を行うので、協力されたい。なお、測量業務を含む業務においては、受注者は、配

置予定技術者のうちから、現場作業における技術上の責任を有する者として「現場責任者」を定め

られたい。 

４）上記において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決

める。 

（２）くじになった場合の取扱い 

落札となるべき同価格の入札をした者又は総合評価落札方式における落札者となるべき評価値が同

値である者（以下「同価格等の入札をした者」という。）が２人以上あり、くじにより落札者の決定を

行うこととなった場合には、電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施

のうえ落札者を決定するものとする。 

（３）総合評価の方法 

１）評価値の算出方法 

 評価値の算出方法は以下のとおりとする。 

 評価値＝価格評価点＋技術評価点 

２）技術評価点の算出方法 

・予定価格が 200万円を超える業務の場合は、技術提案書の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤、

⑥の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 

 なお、技術評価点の最高点数は 60点とする。 

① 予定技術者の経験及び能力 

② 実施方針等 

③ 評価テーマに関する技術提案 

④ 技術提案の履行確実性 

⑤ 賃上げの実施に関する評価 

⑤  ワーク･ライフ･バランス等推進企業の評価 

技術評価点＝60×（技術点※１／技術点の満点） 

※１：技術点＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点※２）×（④の評価に基づく履行確実 

性度）＋（⑤に係る評価点）＋（⑥に係る評価点） 

※２：技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点） 

 ※３：⑤については、（６）による。 

 ※４：⑥については、（７）による。 

なお、本業務における技術点の満点は 207.5点とする。 

３）価格評価点の算出方法 

 価格評価点の算出方法は以下のとおりとする。 

 価格評価点 ＝ 価格点×（１－入札価格／予定価格） 

 なお、価格点は入札説明書（個別）による。 

４）総合評価は、入札者の申込みに係る上記①、②、③、④、⑤、⑥により得られた技術評価点と当

該入札者から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

（４）技術点を算出するための基準 

 入札説明書（個別）による。 

（５）評価内容の担保 

 落札者は、技術提案書の内容を契約書及び作業計画に明記し、その内容を適切に履行すること。 
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 契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定

を３点減ずる等の措置を行う。 

 さらに、予定価格が 1,000万円を超える業務にあって、調査基準価格に満たない者が本業務を受注

した場合及び予定価格が 200万円を超えて 1,000万円以下の業務にあって、品質確保基準価格に満た

ない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実

施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、そ

の結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。 

１）別紙「履行確実性の審査・評価のための追加書類等」３（２）の審査項目①～③において、審査

時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。 

２）別紙「履行確実性の審査・評価のための追加書類等」３（２）の審査項目④において、審査時に

比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。 

３）その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。 

４）業務成果物のミス、不備等 

（６）賃上げの実施に関する評価の評価基準 

１）評価基準 

賃上げ実施を表明する参加者への賃上げの実施に関する評価（加点）は、下表の通りとする。 

評価項目 評価基準 配点 

賃上げの実施

に関する評価 

大
企
業
※
１ 

契約を行う予定の会計年度に開始する参加者の

事業年度または契約を行う予定の暦年※２,３にお

いて、対前年度または前年比で給与等受給者一人

当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従

業員に表明している場合。 
７点 

中
小
企
業
等
※
１ 

契約を行う予定の会計年度に開始する参加者の

事業年度または契約を行う予定の暦年※２、３にお

いて、対前年度または前年比で給与総額を１．５

％以上増加させる旨、従業員に表明している場

合。 

※１：「中小企業等」とは、法人税法第条 66第２項又は第３項に該当する者のことをいう。ただし、

同条第５項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。 

※２：「契約を行う予定の会計年度」及び「契約を行う予定の暦年」は、入札説明書（個別）によ

る。 

賃上げ表明書の評価（加点）を実施する適用期間については関東地方整備局ホームページ

（https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000227.html）に掲載している。 

※３：経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択

を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当

該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間と

の間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるため

に表明した期間と重ならない期間とすること。 

本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙－４の１又は４の２の「従業員への賃金引上げ

計画の表明書」（以下「賃上げ表明書」という。）を参加表明書とともに提出すること。なお、設

計共同体が加点を受けるには全構成員による表明が必要である。 

また、中小企業等については、賃上げ表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表１」

を提出すること。 

提出方法は５．（３）によるものとし、賃上げ表明書及びこれに附属する添付書類は参加表明書

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000227.html
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と共に１つの PDFファイルとすること。 

なお、賃上げ表明書の押印は 26.(20)による省略ができない。 

２）賃上げ実施の確認 

本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した賃上げ表明書により表明した率の賃

上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに関東地方整備局総務部

契約課が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、

下記に定める期限までに提出すること。 

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその

前年度の「法人事業概況説明書」（別紙－５）の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」

及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」という。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」

で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、

上記の資料を当該事業年度終了月の月末から３ヶ月以内に提出すること。 

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」（別

紙－６）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払

金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする（※１及び２）。暦年単位での賃上げ

を表明した落札者は、当該年度及びその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」（別

紙－６）を原則として翌年の３月末までに提出すること。（※３） 

複数の受注案件がある場合は全ての受注件名を記載して一度に提出することも可能とする。詳細

は契約締結後、別途周知する。 

問い合わせ先及び提出方法は以下の通り。 

①問い合わせ先 

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 

関東地方整備局総務部契約課調査係 

電話：048-601-3151  

②提出方法 

確認書類は、原則として、契約締結後、別途周知する電磁的方法によって提出するものとす

る。 

中小企業等の落札者について、上記の期限までに書類が提出されない場合（※３）又は上記

の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が賃上げ表明書に記載した賃上げ基準

に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関

東地方整備局総務部契約課調査係が通知する減点措置の開始の日から１年間に、政府調達の総

合評価落札方式による入札公告（公示を含む）が行われる調達に参加する場合、本取組により

加点する割合よりも大きな割合（関東地方整備局（港湾空港関係を除く）が調達する案件にお

いては１点大きな配点）の減点を行う。 

また、大企業の落札者について、上記の期限までに書類が提出されない場合（※３）又は上

記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が賃上げ表明書に記載した賃上げ基

準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、

契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間に、国土交通省直轄工事・業務の総合

評価落札方式による入札公告（公示を含む）が行われる調達に参加する場合、本取組により加

点する割合よりも大きな割合（関東地方整備局（港湾空港関係を除く）が調達する案件におい

ては１点大きな配点）の減点を行う。 

なお、設計共同体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった

場合、その後の減点措置は当該設計共同体、未達成となった構成員である企業及び未達成とな

った企業を構成員に含む設計共同体に対して行う。 

※１：中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別紙－５の「合

計額」と、暦年単位の場合は別紙－６の「支払金額」とする。 
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※２：上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三

者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等

が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、

考え方及び具体的な例は別紙－７のとおりである。 

※３: 賃上げを開始する月が、事業年度開始月よりも、また暦年においては１月よりも後になる場

合においては、賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価することができるため、契約締結後、

別途周知する電磁的方法により賃上げ実施期間と例年の賃上げ実施月に賃上げを実施している

ことがわかる書類（任意様式）を提出するものとする。なお、確認書類の提出期限は当該評価期

間の終了月の月末から３ヶ月後以内とする。ただし、法人税概況説明書を提出する場合であって、

法人税法第 75 条の２の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同法の規

定により延長された法人税申告書等の提出期限とする。また事業年度の開始時よりも前の賃上げ

を実施したときから１年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了月の月末から３ヶ月以

内とする。ただし、以下の①～③に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実

行することが出来なかった者については、減点措置を課さないこととする。 

① 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８年法

律第 85 号）第２条第１項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別

措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期

間は減点措置を課さないこととする。 

② 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済

状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。 

③ ①及び②に該当しない場合であっても、次の１）～３）のような自らの責によらない場合で

かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出

があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。なお、事実

を客観的に証する書類とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。 

１）自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な 

災害（火災等）等により、事務所、向上、主要な事業所等が被災し、事業 

の遂行が一定期間不可能となった場合 

２）主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合 

３） 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領で

きず資金繰りが著しく悪化した場合など 

（７）ワーク･ライフ･バランス等推進企業の評価基準 

 １）評価基準 

   ワーク･ライフ･バランス等推進企業の評価（加点）は、下表のとおりとする。 

 

評価項目 評価基準 配点 

ワーク・ライフ・

バランス等推進

企業の評価 

次に掲げるいずれかの認定を受けていること。 

○女性活躍推進法に基づく認定等※１ 

・プラチナえるぼし、えるぼし認定企業等 

○次世代法に基づく認定※２ 

・プラチナくるみん、くるみん（令和 4年 4月 1日以降の基準）認定企業 

・くるみん（平成 29年 4月 1日～令和 4年 3月 31日までの基準）認定企業 

・トライくるみん、くるみん（平成 29年 3月 31日までの基準）認定企業 

○若者雇用促進法に基づく認定※３ 

・ユースエール認定企業 

０．５点 

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）第９条若しく
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は第 12 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る

基準を満たすものに限る。）をいう。（同法第８条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定

・届出のみの企業については本取組の加点の対象としない。） 

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条又は第 15 条の２の規定に

基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第 15 条の規定に基づく基

準に適合するものと認定された企業をいう。 

本評価項目で加点を希望する入札参加者は、参加表明書とともに対象となる認定に係る認定書

の写しを提出すること。 

 

18．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置 

（１）虚偽説明等への対応 

 試行調査又は追加調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明らかと

なった場合は、地方整備局長等（地方整備局長及び事務所長をいう。以下同じ。）は、次に掲げる措

置を講じるものとする。 

１）当該業務の成績評定において厳格に反映する。 

２）過去５年以内に上記１）の措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、「地方支分

部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成 10 年

8 月 5 日付け建設省厚契発第 33 号）において準用する「工事契約に係る指名停止等の措置要領」

（昭和 59年 3月 29日付け建設省厚第 91号）別表第２第 15項により指名停止を行う。 

（２）結果の公表 

 試行調査を経て契約を行った場合は、別に定めるところにより公表するものとする。 

 追加調査を経て契約を行った場合は、試行調査の結果を別に定めるところにより公表するととも

に、追加調査の資料－３を関東地方整備局のホームページにおいて公表するものとする。 

（３）契約後の取扱い 

 地方整備局長等は、試行調査又は追加調査を経て契約を行った建設コンサルタント業務等について

は、試行調査及び追加調査で提出された資料等を監督職員に引き継ぐとともに、仕様書で定められた

業務工程表の内容のヒアリングを行うこととし、業務工程表の記載内容が試行調査及び追加調査の内

容と異なる場合は、その理由等について確認を行うこととする。また、別に定めるところにより、①

業務実施状況の調査、②現場作業状況の調査、③照査状況の調査及び④業務コスト調査を行うことと

する。 

（４）業務の実績について 

 予定価格が1,000万円を超える業務で調査基準価格を下回る価格で契約を行った業務及び予定価格

が200万円を超えて1,000万円以下の業務で調査基準価格に準じて算出した品質確保基準価格を下回

る価格で契約を行った業務については、業務成績評定が 65 点を下回った場合、当該業務を企業及び

技術者の業務実績として認めないこととする。 

 

19．手続きにおける交渉の有無 

    入札説明書（個別）による。 

 

20．契約書作成の要否等 

（１）契約書の作成 

本件は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務である。 

（２）債権譲渡条項適用に係る手続き 

入札説明書（個別）により本項の適用の記載がある場合において、別冊契約書案における第５条第
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３項及び第４項の使用を希望する場合は、落札決定（予定を含む。）後に以下の手続きを取るものと

する。 

１）落札（予定）者は契約を締結するに当たり、落札決定（予定を含む。）の日から２日以内にその

旨を申し出なければならない。 

２）１）の申し出があった場合、（分任）支出負担行為担当官は落札（予定）者が契約の内容を確実

に履行する体制を有しているか否かを確認するための調査を実施するものとする。 

３）落札（予定）者は調査の実施に協力し、落札決定（予定を含む。）の日から５日以内（休日を除

く。）に必要な書類を提出すること。 

４）２）の調査の結果、業務委託料債権が本契約の履行以外の目的で使用されるおそれがあると認め

られるときは、契約書案第５条第３項及び第４項を削除して契約を締結するものとする。 

 

21．支払い条件 

    入札説明書（個別）による。 

 

22．火災保険 

    入札説明書（個別）による。 

 

23．苦情申し立てに関する事項 

    入札説明書（個別）による。 

 

24．関連情報を入手するための照会窓口  

 入札説明書（個別）による。 

 

25．品質確保対策 

 品質確保対策（試行）の適否については、入札説明書（個別）による。 

 品質確保対策（試行）の適用業務において、予定価格が 1,000万円を超える業務で調査基準価格を下

回る価格で契約をした場合及び予定価格が 200万円を超えて 1,000万円以下の業務で調査基準価格に準

じて算出した品質確保基準価格を下回る価格で契約をした場合においては、入札説明書（個別）に記載

の品質確保対策（試行）を実施しなければならない。 

 

26．その他の留意事項 

（１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札参加者は、別冊関東地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、別冊関東地方整

備局競争契約入札心得を遵守すること。 

（３）参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効

とするとともに、指名停止を行うことがある。 

 また、提出された参加表明書又は技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表

明書及び技術提案書を無効とする。 

・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合 

・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合 

・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合 

・白紙である場合 

・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 

・発注者名に誤りがある場合 

・発注案件名に誤りがある場合 

・提出業者名に誤りがある場合 
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・その他未提出又は不備がある場合 

（４）４（１）１）ア）ｂ）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も５．によ

り参加表明書を提出することができるが、その者が指名を受けるためには、指名通知の時において、

当該資格の認定を受けていなければならない。 

また、４（１）１）イ）に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないものは、指名通知

の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 

（５）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できな

いものとする。 

（６）参加表明書及び技術提案書の作成に関する費用及び、予定価格が 200万円を超える業務の場合の履

行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 

（７）提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。なお、提出された参加表明書及び技術提案書

は、入札契約手続以外に使用しないものとし、落札者とならなかった者が提出した参加表明書及び技

術提案書については入札契約手続終了後に、落札者が提出した参加表明書及び技術提案書については

業務完了後に破棄するものとする。また、技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得

るものとする。 

（８）提出期限以降における参加表明書、技術提案書の資料の差し替え及び再提出は認めない。 

また、参加表明書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。但し、死亡、傷病、退

職、出産、育児、介護等のやむをえない理由により変更を行う場合には、以下によるものとする。 

【指名前】 

変更した配置予定技術者の技術点に基づき再度指名を行う。 

【指名後】 

変更した配置予定技術者の技術点が変更前の配置予定技術者の技術点を下回った場合、提出された

技術提案書を無効とする。また、変更した配置予定技術者の技術点が変更前の配置予定技術者の技

術点を上回っていても、総合評価時の審査については変更前の配置予定技術者の技術点に基づき行

う。 

提出期限以降における参加表明書、技術提案書の資料の差し替え及び再提出は認めない。 

（９）電子入札システムにより申請書等の提出及び入札を行う者は、関東地方整備局「電子入札     運

用基準（建設工事及び建設コンサルタント業務等）」を確認のうえ入札に参加すること。 

 なお、電子入札運用基準は関東地方整備局のホームページで公開している。 

 ホームページアドレス  https://www.ktr.mlit.go.jp/nyuusatu/nyuusatu00000026.pdf 

 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日～１月３日を除く毎日、9 時 00 分から

18時 00分まで稼動している。 

（10）電子入札システムを利用する場合の事前準備及びシステム操作マニュアルは、国土交通省電子入札

システムホームページの「ご利用ガイド」を参考とすること。 

（11）障害発生時及び電子入札システム操作時の問い合わせ先は、下記のとおりとする。 

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 

国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話 03-6633-7118 

国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jp 

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先 

取得しているＩＣカードの認証機関 

 ただし、申請書類、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、入札説明書（個

別）３．（９）１）へ連絡すること。 

（12）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付

票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以降の入札手続に

参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。 

・参加表明書受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/nyuusatu/nyuusatu00000026.pdf
https://www.e-bisc.go.jp/
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・参加表明書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

・指名（非指名）通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

・技術提案書受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

・技術提案書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

・辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行） 

・辞退届受付票 

・日時変更通知書 

・入札書受信確認票（電子入札システムから自動発行） 

・入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

・再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

・再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

・決定通知書 

・保留通知書 

・取止め通知書 

（13）１回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発注者から

指示する。開札時間から 30分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く

待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 

（14）評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所については、発

注者から電話等により指示する。 

（15）本業務について、発注者が見積りを取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から

起算して５日以前に入札参加者に開示する。 

（16）「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成 20年 9月 26日付け国官技第 126号）、「地方整備

局委託業務等成績評定要領」（平成 23 年 3 月 28 日付け国官技第 360 号）、「関東地方整備局用地

調査等請負業務成績評定要領」、「関東地方整備局用地関係業務成績評定要領」、「地方整備局用

地関係業務成績評定要領」、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成 30年 1月 4日付け国官

技第 187号）、及び国土交通省、内閣府沖縄総合事務局開発建設部（いずれも港湾空港関係を除く）

の定める同様の成績評定要領に基づく業務成績以外は評価の対象としない。 

（17）「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」（令和 6年 5月 9日付け国

会公契第 1号、国官技第 46号、国営管第 48号、国営計第 13号、国営整第 14号、国港総第 27号、

国港技第 9 号、国北予第 2 号）の７を適用する場合は、入札説明書（個別）の入札参加者を指名す

るための基準における評価が、同等以上のものとする。 

（18）消費税率については、引渡し時点における消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び地方

税法（昭和 25 年法律第 226 号）の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点に

おける消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。 

（19）賃上げの実施に関する評価において提出された表明書等の記載内容に疑義がある場合に

は、問合せをすることがある。 

（20）押印省略 

契約手続きで使用する様式（契約書及び契約締結を委任する委任状を除く）を紙で 提出する場合

にあっては、「印」を記載している様式であっても、「本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先（連

絡先は２以上）」を明記することにより押印を省略して差し支えない。 

なお、２以上の様式で押印を省略する場合で、押印省略に係る必要事項の記載内容が同一の場合は

「様式○と同じ」と記載すること等により、２つ目以降の連絡先等の記載を省略することができる。 

（21）「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和 4年 9月 13日ビ

ジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権
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尊重に取り組むよう努めること。 

 

（注１）「特殊法人」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第１ 

             条に示す以下のものをいう。 

  ・国際空港（株）：新関西、成田 

  ・高速道路（株）：東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神 

  ・中間貯蔵・環境安全事業（株） 

  ・沖縄科学技術大学院大学学園 

  ・日本中央競馬会 

  ・国立研究開発法人 

   宇宙航空研究開発機構、科学技術振興機構、情報通信研究機構、 

   日本原子力研究開発機構、森林研究・整備機構 

  ・独立行政法人 

   空港周辺整備機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、国際協力機構、国立科学博物館、 

   国立高等専門学校機構、国立女性教育会館、国立青少年教育振興機構、国立美術館、 

   国立文化財機構、自動車事故対策機構、中小企業基盤整備機構、 

   鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、日本学生支援機構、 

   日本芸術文化振興会、日本高速道路保有・債務返済機構、 

   日本スポーツ振興センター、水資源機構、労働者健康安全機構、 

   （日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第２条から第３条 

に示す独立行政法人を含む） 

  ・国土交通省所管のその他の国立研究開発法人、独立行政法人 

  ・地方共同法人日本下水道事業団 

  ・国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等 

（注２）「地方公共団体」とは地方自治法第１条の３に規定する以下のものをいう。   

 ・普通地方公共団体 

    都道府県、市町村 

   ・特別地方公共団体 

    特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団 

（注３）「地方公社」とは、以下のものをいう。 

   ・地方道路公社法に基づく「道路公社」 

   ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」 

   ・地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」 

（注４）「公益法人」とは、次のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団

法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき

認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。 

二 旧民法第 34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成 20年 12月

1日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人（特例社団法人

又は特例財団法人）。 

（注５）「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、以下のものをいう。 

   鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社、注１

～注４及び上記公益民間企業が設置した研究機関 

（注６）「国土交通省所管」とは、以下のものをいう。 

各地方整備局、北海道開発局、国土地理院、国土技術政策総合研究所、内閣府沖縄総合事務

局開発建設部 
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別紙－４の１ 大企業用 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 

 

 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又

は○年）において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は対前年）

増加率○％以上とすることを 

表明いたします。 

 従業員と合意したことを表明いたします。 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によ

って、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

 

 

 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで

従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 
 

注１：本表明書の記入様式は、入札説明書（個別）とともに配布を行う。 

注２：本表明書は指定の者の押印付き書類の写しを提出とする。 

状況に応じいずれかを選択※ 

 

【本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合】 

・「表明いたします。」を選択して、 

「従業員と合意したことを表明いたします。」は削除してください 

【本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合】 

・「従業員と合意したことを表明いたします。」を選択して、 

「表明いたします。」は削除してください 

※この吹き出しは資料提出時には削除してください 

【暦年で表明する場合】        ※この吹き出しは資料提出時には削除してください 

競争参加する工事・業務の契約予定年と同じ暦年による表明が必要です 

例えば、契約予定月が R7.1.1～R7.12.31の場合は ⇒「令和 7年」での表明 

    契約予定月が R8.1.1～R8.12.31の場合は ⇒「令和 8年」での表明   となります 

記載例「当社は、令和７年において、給与等受給者一人あたりの・・・」 

【事業年度で表明する場合】 

契約予定の国の会計年度内に開始する御社の事業年度期間（国の会計年度ではありません）を記載してください 

契約予定の国の会計年度の 4月以降に開始する最初の事業年度であることが必要です 

記載例「当社は、令和 7年度（令和 7年 6月 1日から令和 8年 5月 31日までの当社事業年度）において、・・・」 

「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の押印を必ずして

ください 

※この吹き出しは資料提出時には削除してください 
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別紙－４の２ 中小企業用 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又

は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とすることを 

表明いたします。 

 従業員と合意したことを表明いたします。 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によっ

て、代表者より表明を受けました。 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従

業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 

 
 

注１：本表明書の記入様式は、入札説明書（個別）とともに配布を行う。 

注２：本表明書は指定の者の押印付き書類の写しを提出とする。 

状況に応じいずれかを選択※ 

【本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合】 

・「表明いたします。」を選択して、 

「従業員と合意したことを表明いたします。」は削除してください 

【本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合】 

・「従業員と合意したことを表明いたします。」を選択して、 

「表明いたします。」は削除してください 

※この吹き出しは資料提出時には削除してください 

【暦年で表明する場合】         ※この吹き出しは資料提出時には削除してください 

競争参加する工事・業務の契約予定年と同じ暦年による表明が必要です 

例えば、契約予定月が R7.1.1～R7.12.31の場合は ⇒「令和 7年」での表明 

    契約予定月が R8.1.1～R8.12.31の場合は ⇒「令和 8年」での表明   となります 

記載例「当社は、令和７年において、給与等受給者一人あたりの・・・」 

【事業年度で表明する場合】 

契約予定の国の会計年度内に開始する御社の事業年度期間（国の会計年度ではありません）を記載してください 

契約予定の国の会計年度の 4月以降に開始する最初の事業年度であることが必要です 

記載例「当社は、令和 7年度（令和 7年 6月 1日から令和 8年 5月 31日までの当社事業年度）において、・・・」 

本表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表１」を提出すること。（提出がない場合は加点しない）なお、「中小企業

等」とは、法人税法第 66 条第 2項又は第 3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第 5項に該当するものは除く。※この吹き

出しは資料提出時には削除してください 

「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の押印を必ずして

ください 

※この吹き出しは資料提出時には削除してください 
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別紙－４の２に添付 中小企業用 

 

 
注：本様式は国税庁のＷｅｂサイトのものを使用する。 
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別紙－４の１及び４の２ 留意事項 

（留意事項） 

１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度及びその前年度の「法

人事業概況説明書」を原則として当該事業年度終了月の月末から３ヶ月以内に契

約締結後、別途周知する電磁的方法により提出してください。ただし、法人税法

（昭和 40 年法律第 34 号）第 75 条の２の規定により申告書の提出期限の延長が

なされた場合には、法人事業概況説明書の提出期限を同条の規定により延長され

た期限と同じ期限に延長するものとします。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成

する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を提出

してください。 

２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年及びその前年の「給与所

得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を原則として翌年の３月末までに契約締結

後、別途周知する電磁的方法により提出してください。 

３．上記１．又は２．による確認において賃上げ表明書に記載した賃上げを実行し

ていない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合

又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総

合評価落札方式による入札に参加する場合、賃上げの実施に関する評価を減点す

るものとします。 

４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告（公

示を含む）が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、

減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措

置開始時に当該事由を確認した関東地方整備局総務部契約課により適宜の方法

で通知するものとします。 

５．本賃上げ表明書の従業員代表と給与又は経理担当者（以下、従業員代表等）に

ついては、特定の立場・役職等により制約するものではなく、提出者の実情に応

じて選出していただくことで構いません。なお、従業員代表等の押印がない場合

は加点対象となりません。賃上げ表明書の提出は、押印した書類の写しとします。 

６．前事業年度又は前年に、賃上げ表明に対する加点措置を受けた上で契約を締結

した場合における、前回と今回の賃上げ実施期間に重複がないよう留意してくだ

さい。 

なお、前回の賃上げ実施期間を表明時から後ろ倒した場合、前回の賃上げ実施

期間と今回の表明期間が重複することは有り得ますが、その場合も前回と今回の

賃上げ実施期間には重複がないように留意してください。 
 

注：本紙の記入様式は、入札説明書（個別）とともに配布を行う。 
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別紙－５ 事業年度の場合（参加表明書には添付しない） 
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注：本様式は国税庁のＷｅｂサイトのものを使用する 
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別紙－６ 暦年の場合（参加表明書には添付しない） 

 

注：本様式は国税庁のＷｅｂサイトのものを使用する 

 

 

別紙－７ １７．（６）２）の提出方法、考え方及び具体的な例 
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１．確認書類の提出方法 

○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されて

いる基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書

面（別紙様式）を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。 

※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 

※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後

に減点措置を行う。 

※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績

を証明することも可能である。 

 

２．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方 

○中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いず

れを採用することも可能。 

○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評

価することも可能。 

○入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、

適切に控除や補完を行って評価することも可能。 

 

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担

当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 

※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴ってい

ないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げ

を表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明

期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見

なされる。 

※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断すること

も可能とする。 

 

 

（具体的な場合の例） 

 

（〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評

価することも可能） 

・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場

合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 

・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 

・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など

給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 

・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するため、

計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を

評価する。 

・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、

その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない

年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 

・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 
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（〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、

適切に控除や補完が行われたもので評価する） 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これ

を考慮して評価する。 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費

が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支

払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 

・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これ

を除いて評価する。 

・ 令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げを実施した

場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。 

・事業年度開始月よりも後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度

開始月よりも後の賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価することができる。 

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。 

※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われて

いること。 

② 例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。（意図的に賃上げ実施月 

を遅らせていないこと） 

※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、実際

の賃上げ実施期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、実際の賃上げ実

施期間の終了月の月末から３ヶ月以内となる。 

 

※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 
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（別紙様式）  

賃金引上げ計画の達成について  

  

（記載事例１）  

当社は、評価対象事業年度（又は暦年）において、〇人の従業員が退職する一方、〇人 

の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続 

雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行 

したものと考えております。  

この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出しま 

す。  

  

（記載事例２）  

当社は、評価対象の前事業年度（前年）は災害時の応急対策に従事することなどによる 

超過勤務手当が多く発生した（対前年（度）〇％増加）が、評価対象年（度）においては 

その対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。これらの要因によ 

り、給与支給総額は○％の増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたた 

め、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。  この点について、計算の 

基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。  

  

令和〇年〇月〇日  

  （住所）                 

  （法人名）  株式会社〇〇〇〇      

代表取締役 〇〇 〇〇  

（添付書類）  

・〇〇〇  

・〇〇〇  

  

 

  

上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤り

がない旨確認しました。  

  

令和〇年〇月〇日  

（住所）  

（公認会計士等の氏名）  

  

  

※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。  
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別添１ 試行の概要 

業務成績の評価における全国評価の試行 

 

１．概 要 

 ■企 業 

   本業務と同一業種区分の関東地方整備局発注業務の受注実績がなく、業務成績を有していないが、以

下の対象機関における業務成績を有している場合は、評価対象業務の業務成績の平均を用いて業務成績

評価を行う。なお、上記業務成績の平均が６０点以上であることを資格要件とする。 

■配置予定技術者 

関東地方整備局発注業務の受注実績がなく、技術者評点を有していないが、以下の対象機関における

業務の技術者評点を有している場合は、評価対象業務の技術者評点の平均を用いて業務成績評価を行

う。なお、上記業務成績の平均が６０点以上であることを資格要件とする。 

 【対象機関】 

・関東地方整備局を除く国土交通省地方整備局等（本省内部を除く） 

（北海道開発局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所等を含み、農水及び港湾空港関係を除く。） 

・内閣府沖縄総合事務局開発建設部 

（農業、漁港及び港湾空港関係を除く。） 

 

２．試行対象業務 

  プロポーザル方式及び総合評価落札方式（標準型、簡易型）で発注する補償コンサルタント業務を対象

とする。 

 

３．評価対象業務 

 ■企 業 

企業における評価対象業務は以下のとおり。 

   ・上記 １．の対象機関において令和５年度以降令和６年度末までに完了した業務成績を有している

業務。 

評価対象業務を有している場合は、全ての業務（業種区分を発注業務の業種区分とし、業務成績の通

知を受けていない業務も含める）を様式－５①に記載するとともに、成績評定点が確認できる書類（委

託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し）を添付すること。なお、業務成績の通知を受けてい

ない業務については、業務評定点の項目に「未通知」と記載すること。 

評価対象業務の申請及び成績評定点が確認できる書類の提出に漏れがあった場合には評価しない。 

■配置予定技術者 

配置予定技術者（担当技術者は対象外）における評価対象業務は以下のとおり。 

   ・上記 １．の対象機関において令和３年度以降令和６年度末までに完了した業務の技術者評点を有

している業務。 

   ・職務上従事した立場が、主任担当者又は担当技術者である業務。 

評価対象業務を有している場合は、全ての業務（業種区分を補償コンサルタント業務とし、業務成績

の通知を受けていない業務も含める）について様式－５②※に記載するとともに、成績評定点が確認で

きる書類（委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し）を添付すること。なお、成績評定点が

確認できる書類の通知を受けていない業務については、技術者評定点の項目に「未通知」と記載するこ

と。また、成績評定点が確認できる書類に、技術者評定点（業務上の立場の成績）が通知されていない

場合についても、技術者評定点の項目に「未通知」と記載すること。 

評価対象業務の申請及び成績評定点が確認できる書類の提出に漏れがあった場合には評価しない。 

   ※主任担当者の場合は「様式－５②」に記載し、照査技術者の場合は「様式－５③」に記載する。 
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技術者の業務成績評価の対象期間は、「技術者実績等に関する長期休業に関する申請」により、休業

期間に応じて延長する。詳細は、業務（入札）説明書〔共通事項〕による。 

 

４．業務成績評価における他の試行との共通事項（重要） 

  現在、業務成績評価に関して複数の試行を行っているが、評価の優先順位は以下のとおりとし、優先順

位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加しようとした場合は、評価しない。 

  また、複数の試行を活用した参加の場合は、評価しない。 

 【評価の優先順位】 

① 関東地方整備局発注の業務（原則） 

② 上記 １．の対象機関の発注業務（業務成績評価における全国評価の試行） 
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別添２ 

 

長期休業に伴う技術者実績等の評価期間 

     

１．長期休業に伴い技術者実績等の評価対象期間の延長を申請する場合は、様式－１②に必要事項を記載し、

参加表明書とともに提出すること。 

     

２．長期休業の取得によって、評価対象期間が延長される旨の参加表明書等をもって指名又は選定された者

については、入札・契約手続きの公正性を確保するため、当該休業の事実を確認できる賃金台帳等（賃金

台帳、休業取得の申し出に関する書面等の写し）の提示を求めることがある。 

なお、公正性確保のための事実確認に協力しない場合は、参加表明書及び技術提案書を無効とするとと

もに、指名停止等を行うことがある。 

   

３．長期休業の取得により、評価対象期間の延長を申請することができる評価項目は以下のとおりとする。 

  また、長期休業を取得していることにより、評価対象期間を延長する場合は、「業務経験・業務実績（同

種又は類似の業務の実績）」、「専門技術力・業務成績（平均技術者評定点）」及び「専門技術力・優良

表彰等」の評価対象期間について全て延長することとし、個別の延長は認めない。 

 

    （１）主任担当者の経験及び能力 

        ① 業務経験・業務実績（同種又は類似業務の実績） 

        ② 専門技術力・業務成績（平均技術者評点） 

        ③ 専門技術力・優良表彰等 

     

    （２）照査技術者の経験及び能力【照査技術者を求める場合】 

        ① 業務経験・業務実績（同種又は類似業務の実績） 

        ② 専門技術力・業務成績（平均技術者評点） 
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【評価対象期間の延長に関する考え方】 

 

 

R7 R6 R5 R4 R3 R2

H27 H26

【例２】
　専門技術力・業務成績（平均技術者評定点）及び優良業務表彰の評価対期間
　（８月切り替え）

公示日

【例１】
　業務経験・業務実績（同種又は類似業務の実績）の評価対象期間
　（４月切り替え）

公示日

評価対象期間（過去１０年＋当該年度の公示日まで）

R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2～　H28

出産・育児等
による休業①

２１０日

出産・育児等
による休業②

１９０日

長期休業の取得によ
り、評価対象期間を
２ヶ年延長

評価対象期間内に通算４００日の休業を所得。

４００日÷３６５日/年 ＝ １．１年 （年単位に切り上げることから評価期間を２年延長する。）

評価対象期間を
１ヶ年延長

評価対象期間＝過去４年間

出産・育児等
による休業①

２１０日

出産・育児等
による休業②

１９０日

（令和３年度以降 令和６年度までに完了した業務）

９０日 １００日
評価対象外期間の
休業取得日数は加
算対象としない。

評価対象期間内に通算３１０日の休業を所得。

３１０日÷３６５日/年 ＝ ０．８５年 （年単位に切り上げることから評価期間を１年延長する。）  

 

 

 

 

 

 

 


